回送運行許可番号標及び回送運行許可証の管理・
使用等に関する社内取扱内規　　（例）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　
（目　的）
第１条　この内規は、当者の回送運行業務に関し、回送運行許可番号標（以下「番号標」という。）及び回送運行許可証（以下「許可証」という。）の保管管理及び使用について定め、適正かつ能率的な運用を図ることを目的とする。
（管理責任者及び取扱責任者の選任）
第２条　主たる営業所には管理責任者を、その他の営業所には取扱責任者を、またそれぞれが不在の場合にその職務を代行させるための代務者を選任する。（以下「管理責任者等」という。）
（管理責任者の職務）
第３条　管理責任者は、次の職務を行うものとする。
（１）主たる営業所に回送運行許可番号標使用管理簿（以下「管理簿」という。）（第２３号様式）を許可番号標ごとに備え付け、使用するごとに必ず記録すること。
（２）取扱責任者及び代務者並びに使用者に対する関係法令の研修を行うとともに、常に番号標等が適正に使用されるよう指導、教育、監督を行うこと。
（３）回送運行業務について、取扱責任者及び代務者の職務等が適正かつ能率的に行われているかを把握すること。
（管理責任者等の職務）
第４条　管理責任者等は、次の職務を行うものとする。
（１）番号標等の管理については、無断使用、紛失、盗難等ないよう必ず施錠可能な保管庫（場所）に適切に保管すること。また、絶対に他人に転貸しないこと。
（２）使用者との番号標の受け渡しは、必ず管理責任者等が自ら行い、それ以外の者に取扱わせてはならない。
（３）番号標等を使用させる場合は、回送の目的等許可を受けた内容に適合するものであることを確認すること。
（４）番号標等を使用させる際には、番号標等の使用者に対して法令の遵守を指導すること。
（５）営業所の休日をまたいで貸し出す場合は、その都度その必要性を確認すること。
（６）有効期間の満了した許可証は、満了した翌月の５日以内に支局（事務所）へ必ず返納すること。
（７）番号標又は許可証を紛失等したときは、発見に努めるとともに、遺失物の届出を警察署長に行うなど必要な措置を講じ、あわせて、支局長等に許可証等の紛失届（第２４号様式）を提出すること。
（８）許可基準を満たすことを証する書面及び許可の有効期間内に作成した管理簿等は、回送運行許可の期限満了日後６ヶ月間保存すること。
（番号標等の使用者の遵守事項）
第５条　番号標等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（１）回送自動車を点検し、保安基準に適合するものであることを確認すること。
（２）番号標等を使用するときは、管理責任者等に使用目的等の確認を得なければならない。また、管理責任者等の確認を得たこと以外に使用してはならない。
（３）許可証を自動車の前面の見やすい位置に表示すること。
（４）番号標を自動車の前面及び後面（前面の取付けを省略できるものについては後面のみ）に見やすいように、かつ、落失等のないようにビスなどで確実に取り付けること。
（５）自動車損害賠償責任保険証明書を携行すること。
（６）回送途中に回送自動車を離れる場合が生じたときは、番号標等の盗難がないよう取り外すなど常に手元に保管するなど、事故防止に努めること。
（７）自動車の回送を終了したときは、ただちに番号標等を管理責任者等に返納すること。
（８）番号標又は許可証を紛失等したときは、ただちに管理責任者等に連絡するとともに、所轄の警察署へ遺失物の届出を行うこと。
（９）番号標等の貸与を他の事業者や顧客等から依頼されても絶対に貸さないこと。
（研　修）
第６条　管理責任者は、関係法令及び回送運行に関する事務処理要領等に基づいて、適宜、取扱責任者や使用者に対し指導研修を実施すること。実施した内容については、研修実施記録簿に記録しておくこと。
（その他）
第７条　次の各号の一に該当するときは、主たる営業所を管轄する支局長等を経由して局長へ変更等届出書を提出する。
（１）許可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき
（２）営業所の名称、所在地を変更したとき
（３）管理責任者を変更したとき
（４）社内取扱内規を変更したとき
（５）業を廃止したとき
（６）営業所を新設又は廃止したとき
（７）交付された許可証及び貸与された番号標を管理使用する営業所を同一県内で変更したとき
２　使用者が番号標等を紛失等した場合、その使用者に対して番号標等の費用を弁償さ　せることがある。
３　回送運行に関する業務について、回送運行許可実績等報告書（第１９号様式の２）　により営業所の事業の種類ごとに営業所を管轄する支局（事務所）に、前年度末の状　況を毎年５月３１日までに報告をおこなうこと。
附則．この取扱内規は、令和　　年　　月　　日から実施する。　　
